
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現在、個人でクリニックを運営されていて、かつ税金が高くて困っ

ていらっしゃる先生方。一度クリニックの法人化を考えてみてはい

かがでしょうか？ 

数年前の法律改正後からメリットが少なくなったと言われますが、 

医療法人の制度をしっかり把握して、計画的に個人と法人との間で

所得の分散をしていけば、まだまだメリットはあります。 

今回は税の基本的なしくみから、税率の比較、および医療法人の活

用事例などお話させていただきます。 

所得税や法人税の基本的なしくみ 

税率の比較 個人と法人どちらがお得？ 

所得分散という考え方 

医療法人・MS 法人の活用事例 

節税と一言で言っても、その時々の効果のみを狙った短期的なもの

から、医療法人化・MS 法人設立といった基本的な計画に基づいた長

期間に効果を及ぼすものまで様々です。 

本セミナーではその時々の効果のみを狙ったものを中心に、基本的

な計画に基づいた長期間に効果を及ぼすものまで、具体例を交えて

お金の出ていく節税や出ていかない節税のご説明をいたします。 

節税と脱税とは？ 

税金の種類と税法上の特典とは？ 

医療法人、MS 法人とは？ 

お金の出ていく or 出ていかない節税とは？ 

日時  ：平成 23 年 11 月 26 日（土）◆開場 15:00 ◆第１部 15:30～ ◆第２部 16:40～ 

場所  ：ブレインパートナー 栄オークリッジビル 10 階  株式会社 AE 会議室 

     ＊詳細地図は裏面 

参加費 ：\5,000 ■クライアントの方は無料です■ 

定員  ：20 名［会場の都合上、1 事業所につき 2 名様までに限らせていただきます。］ 

申込方法：裏面の申込書にご記入のうえ、FAX にてお申し込みください。 

申込期限：開催日前日 17:00 まで                    ≪裏面をご覧ください≫ 

＜＜医医院院経経営営セセミミナナーー＞＞  

平平成成２２３３年年度度１１１１月月定定例例セセミミナナーーののごご案案内内  

クリニック開業支援室・開業プランナー 

松本 智己 

●昭和５１年生まれ  

●平成１６年 株式会社ブレインパートナー入社 

●平成２０年 税理士法人ブレインパートナー転籍  

第１部  『お金の出ていく節税・出ていかない節税（再）』 

クリニック開業支援室・開業プランナー 

今井 智春 

●昭和５4 年生まれ  

●平成１7 年 株式会社ブレインパートナー入社 

●平成２０年 税理士法人ブレインパートナー転籍 

第２部  『医療法人・MS 法人の活用と節税対策』 



Brain Partner management support 
◆◇ １１月２６日 「医院経営セミナー」 ◇◆ 

FAX ⇒ ０５２－２４９－２３０２       税理士法人ブレインパートナー  

                           経営サポートセミナー係 行 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
必要事項をご記入のうえ、平成   年   月   日までに FAX 送信をお願いします。 

第 1 部 □出席 ・ □欠席 

第 2 部 □出席 ・ □欠席 

無料相談会 □出席 ・ □欠席 

貴院名  

所在地  

参加者氏名  

ご所属・役職  

TEL       ―      ―        

FAX       ―      ―        連絡先 

E-mail                      
※ご記入いただいた情報は、弊社ならびに弊社グループが今後開催するセミナーのご案内のほか、当セミナーに関連する

サービス等のご案内のために利用させていただくことがあります。 

また、お申込み内容をセミナー講師にお知らせすることがあります。 

※その他、今後のセミナー活動等についてご要望があれば、参考にさせていただきますのでご意見ください。 

 

 

 

【会場】 
 ㈱AE 会議室 
 名古屋市中区栄 4-14-31 
 栄オークリッジ 10 階 
【交通アクセス】 
・地 下 鉄：栄駅下車 
・名鉄瀬戸線：栄町駅下車  
 栄地下街 13 番出口より徒歩 1 分 
 ＊愛知県医師会館の北隣のビルです。 
 [１階はスウェーデンハウスのショールーム] 
 
【お問い合わせ先】 
 税理士法人ブレインパートナー 
 セミナー企画室 経営サポートセミナー係 
 担当：今井 
 TEL：052-249-2301 
 受付時間 9:30～17:00 
 （土・日祝日を除く） 

セセミミナナーー会会場場  


